
「あなたの安心」サービス利用規約 

 

「あなたの安心」サービス利用規約（以下、「本規約」という。）は、株式会社コンテック（以下、「当

社」という。）が提供するサービス「あなたの安心」（以下、「本サービス」という。）の利用に関して必要

な事項を定めるものです。 

 

第１条（適用） 

本規約は、本サービスを利用するために当社所定の手続に従い本サービスを申し込む者（以下、「申

込者」という。）と当社との間で締結される個々の契約（以下、「本契約」という。）に適用されます。 

２．申込者は、本規約のみならず、CONTEC e-shop ご利用規定に同意する必要があります。本規約と

CONTEC e-shop ご利用規定の内容が異なる場合、本規約の内容が CONTEC e-shop ご利用規定に

優先して適用されるものとします。 

３．本契約と本規約の内容が異なる場合、本契約の内容が本規約に優先して適用されるものとします。 

 

第２条（定義） 

「契約者」とは、本サービスについて本規約に基づき当社と契約する申込者をいいます。 

２．「利用者」とは、本サービスを利用する契約者、及び契約者が本サービスの利用を認めた第三者を

いいます。本サービスを利用しない契約者は含まれないものとします。 

３．「本サービス用設備」とは、通信回線を介して、本サービスを提供するために当社が有する専用サ

ーバ等の設備をいいます。 

４．「見守り機器」とは、本サービスに必要な機器であって、契約者が任意の場所に設置するものであ

り、温度センサー、照度センサー及び人感センサーから、その場所の温度（以下「温度」という。）、

光や照明の明るさの度合い（以下、「照度」という。）、及びその場所で検知された人体の動作（以下

「動作」という。）情報を入手し、通信回線を介して、これらの情報を本サービス用設備に定期的に

送信する電子機器をいいます。 

５．「対象者」とは、見守り機器が日常生活を過ごす住居や施設等の場所に設置され、当該見守り機器

が人感センサーから所在を検知する対象となる者をいいます。 

６．「見守りアプリ」とは、利用者がスマートフォン・タブレット端末等にダウンロード・インストール

して使用するものであり、本サービス用設備から温度、照度及び動作情報を入手し、スマートフォ

ン・タブレット端末等の画面に数値やグラフなどを表示するアプリケーションソフトウェアをいい

ます。 

 

第３条（サービスの内容） 

本サービスの内容は、次の各号に定めるものとなります。 

（１）温度データの提供 

利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所の温度の情報を数

値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。 



（２）照度データの提供 

利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所の照度の情報を数

値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。 

（３）人感データの提供 

利用者がスマートフォン・タブレット端末等で、見守り機器を設置した場所で検知した人体の

動作情報を、数値又はグラフ等で入手することを可能としたサービスです。 

２．本サービスの仕様及び内容の詳細は、当社が別途提供する資料に記載されるものとします。 

３．本サービスは、見守り機器が日本国内に設置されることを条件に、提供されるものとします。 

４．本サービスの利用料金及び見守り機器の購入料金は、申込者が本サービスを申し込む際に CONTEC 

e-shop 上で表示されます。 

 

第４条（本契約の成立） 

申込者が CONTEC e-shop にて本サービスの“正式発注”を行い、申込者に当社からの“ご注文受

付完了”の電子的通知が到達したとき、申込者の申し込みが当社より承諾され、本契約は成立するも

のとします。 

２．前項における申込者への電子的通知の到達の有無にかかわらず、申込者が CONTEC e-shop 上で確

認可能な“注文ステータス”が“ご注文受付完了”に変わったとき、申込者の申し込みが当社より承

諾されたものとし、本契約は成立するものとします。 

 

第５条（契約期間） 

当社は、見守り機器の提供時期を基に、本サービスの開始日（以下、「サービス開始日」という。）を

決定できるものとし、本契約成立の際に、契約者に対してサービス開始日を通知するものとします。 

２．本契約の有効期間は、第４条（本契約の成立）の本契約が成立した日から、サービス開始日の翌年

同日の前日までとし、当社は、本契約成立の際に、契約者に対して、本契約の初回の契約期間（以下、

「初回契約期間」という。）を通知するものとします。 

３．当社又は契約者が契約期間の満了の 1 ヶ月前までに本契約を終了させる意思を通知しない場合、本

契約の有効期間は自動的に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。 

４．初回契約期間中、契約者は、当社の債務不履行がない限り、本契約を途中解約することができない

ものとします。ただし、契約者が途中解約を申し込み、当社が承諾した場合、本契約の途中解約は成

立するものとします。この場合、契約者は、当社の所定の手続に従って途中解約手続を行うものとし

ます。 

５．本契約が更新された後、当社又は契約者は、本契約の途中解約を希望する月の前々月の末日までに

解約する意思を通知した場合、歴月単位で本契約を途中解約することができるものとします。この

場合、契約者は、当社の所定の手続に従って途中解約手続を行うものとします。 

６．本条における契約者の当社に対する通知・申し込みは、次の各号のいずれかの内容に従って、行わ

れるものとします。 

（１）見守りアプリに記載の本契約の非更新方法・途中解約方法 

（２）その他当社所定の本契約の非更新方法・途中解約方法 



 

第６条（支払方法） 

本サービスに関する料金の支払いは、クレジットカードによる支払いのみとなります。 

２．本サービスに関する支払いのうち、見守り機器の購入料金は、本契約が成立した月の末日に、契約

者に請求されるものとします。 

３．本サービスに関する支払いのうち、本サービスの利用料金は、毎月、契約者から当社に支払われる

ものとし、１日から末日までの期間を利用期間として、利用期間月の末日に契約者に請求されるも

のとします。 

４．契約者の料金の支払いは、契約者とクレジットカード会社で別途契約する条件に従うものとします。

契約者と当該クレジットカード会社との間で紛争が発生した場合、契約者は、クレジットカード会

社と協議の上、当該紛争を解決し、当社に一切の損害を与えないものとします。 

 

第７条（支払遅延損害金） 

契約者が支払いに遅延した場合の遅延損害金は年 14.6％（1 年 365 日とする日割計算）とします。 

 

第８条（見守り機器の購入） 

本サービスを利用する場合、申込者は、必ず見守り機器を購入する必要があります。申込者は、

CONTEC e-shop にて本サービスを申し込む際に、見守り機器を購入するものとします。 

２．見守り機器は、本サービス専用であり、本サービスのための使用以外の用途に供することはできま

せん。また、見守り機器の設計上、本契約の解約後は、本契約のために購入した見守り機器を使用す

ることはできず、本契約を新たに締結する場合、見守り機器を別途購入する必要があります。 

３．本サービスを利用する場合、契約者は、第三者が所有する見守り機器を譲受け、又は借用し、使用

してはならず、第１項で自ら購入した見守り機器のみを使用するものとします。 

 

第９条（見守り機器と内蔵 SIM カードの所有権） 

契約者が見守り機器の購入料金を完済したとき、見守り機器の所有権は、当社から契約者に移転し

ます。 

２．前項にかかわらず、見守り機器に内蔵されている SIM カードの所有権は、契約者に移転せずに、

当社又は SIM カードの所有権を正当に有する第三者に帰属します。 

３．契約者は、本契約期間中、見守り機器を改造するなど内蔵されている SIM カードを取り外しては

ならないものとします。 

４．SIM カードが当社又は SIM カードの所有権を正当に有する第三者からの貸与品であることから、

契約者は、本契約期間中、見守り機器を第三者に譲渡、貸与、又はその他の処分をしないものとしま

す。 

５．本契約が終了した場合、当社は、契約者に SIM カードの取扱いを指示することができるものとし

ます。この場合、契約者は、当社の指示に従って SIM カードを当社に返却、破壊、廃棄又は処分す

るものとします。 

 



第１０条（見守り機器の取扱い） 

契約者は、見守り機器 1 台につき、自己を含めて最大で当社が別途提示する人数の利用者を設定す

ることができます。 

２．契約者は、見守り機器に添付される資料及び見守り機器に関して当社が別途提示する資料（以下、

「見守り機器説明書」という。）に記載の設置方法、取扱い方法、使用条件及び注意事項等に従って、

見守り機器を任意の場所に設置し、使用するものとします。 

３．契約者は、見守り機器を日本国内でのみ、設置又は使用するものとします。 

 

第１１条（見守り機器の故障） 

見守り機器の保証期間は、契約者が見守り機器を受領してから 1 年間となります。 

２．見守り機器が故障し、契約者が保証期間内に当社に連絡した場合、当社は、見守り機器の無償修理

又は無償交換を行うものとします。ただし、この際に生じる見守り機器の送料は、発送元が負担する

ものとします。 

３．次の各号に該当する場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。 

（１）使用状況、使用方法及び使用環境などが、見守り機器説明書に記載された設置方法、取扱い方

法、使用条件及び注意事項に従った正常な状態で使用されていない場合 

（２）契約者が見守り機器を受領後、輸送、移動時の落下、衝撃等、当社以外の者による取扱いが適

正でないために生じた故障、損傷の場合 

（３）当社以外の者における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障、損傷の場

合 

（４）当社が承認する作業員以外による改造などの手を加えたことに起因する故障、損傷の場合 

（５）火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び破損 

（６）本契約が終了した場合 

４．保証期間後に見守り機器が故障した場合、見守り機器の修理又は交換は有償となります。修理を希

望する場合、契約者は、CONTEC e-shop から修理を申し込むものとします。 

５．契約者は、見守り機器を点検、修理又は交換している期間は、本サービスを受けることができない

ことについて、同意するものとします。 

 

第１２条（契約者の義務） 

契約者は、対象者並びに見守り機器を設置する住居や施設等の所有者及び占有者から、次の各号に

ついて承諾を得るものとします。 

（１）見守り機器を住居や施設等に設置すること 

（２）利用者が当社から本サービスの提供を受けること 

（３）見守り機器から温度、照度、動作データが検知され、当社又は利用者が、本サービスを提供す

るために、検知された情報を利用すること 

２．契約者は、本規約の内容を自己以外の全ての利用者に理解させるものとし、利用者の禁止事項及び

利用者の遵守事項を履行させるものとします。 

３．契約者又は利用者の不履行に起因して当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対して当該損害



を賠償するものとします。契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、自己の責任と費用

で第三者との紛争を解決するものとします。 

４．契約者は、自己の CONTEC e-shop のパスワードを、第三者及び自己以外の利用者に開示しないよ

うに、厳重に管理するものとします。第三者又は利用者が当該パスワードを使用することで契約者

が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。 

５．第三者又は利用者が契約者のパスワードを使用したことにより、当社が損害を被った場合、契約者

は、当社に対して当該損害を賠償するものとします。 

６．当社と対象者、利用者又は第三者間で紛争が発生した場合、契約者は、当社の要求に応じて、合理

的な範囲で当該紛争の解決に協力するものとします。 

 

第１３条（契約者及び利用者の禁止事項） 

契約者及び利用者は、本契約を履行又は本サービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行わな

いものとします。 

（１）第１２条（契約者の義務）第 1 項における対象者並びに見守り機器を設置する住居や施設等

の所有者及び占有者からの承諾なしに、本サービスを利用する行為 

（２）当社若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権及びその他の権利を侵害する行為、又は

侵害するおそれのある行為 

（３）見守りアプリの改変、販売、貸与、リバースエンジニアリング等、別途提示される見守りアプ

リの利用規約で認められていない行為 

（４）公序良俗に違反する行為、又は違反するおそれのある行為 

（５）法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為 

（６）当社若しくは第三者を差別、誹謗中傷する行為、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（７）詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為 

（８）本サービスにより提供される情報を、当社及び対象者の事前の承諾なしに、第三者に提供する

行為 

（９）当社の本サービスの運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 

（１０）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信するなど、当社の業務を妨害する行

為 

（１１）その他、当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又は与えるおそれのある

行為 

２．前項に起因して当社が損害を被った場合、契約者及び利用者は、当社に対して当該損害を賠償する

ものとします。 

 

第１４条（見守りアプリの利用方法・条件） 

利用者は、見守りアプリを利用することで、最大で当社が別途提示する台数の見守り機器から本サ

ービスの提供を受けることができます。 

２．契約者が利用者を設定する場合、契約者は、見守りアプリに記載されている利用者設定方法に従っ

て利用者に本サービスの情報を通知して、設定を完了させるものとします。 



３．利用者が見守りアプリをダウンロード・インストールして本サービスを利用する場合、利用者は、

別途提示される見守りアプリの利用規約に従うものとします。 

４．契約者が利用者の本サービスの利用を停止したい場合、契約者は、見守りアプリに記載されている

利用者設定方法に従って利用者に本サービスの停止を通知して、利用者の設定を解除するものとし

ます。 

 

第１５条（本サービスの注意事項） 

契約者及び利用者は、当社が別途定める本サービスの利用条件・セキュリティ手段等（以下、「本サ

ービス説明書」という。）を遵守するものとします。 

２．契約者及び利用者は、本サービスが対象者の安全や健康状態の通報、及び対象者の緊急事態の通報

又は救援を保証するものではないことについて理解し、承諾した上で本サービスを利用するものと

します。 

３．契約者及び利用者は、見守り機器が設置される住居や施設等の設置環境及び通信環境によっては、

本サービスの性能が低下し、本サービスが中断されることがあることを理解し、承諾した上で本サ

ービスを利用するものとします。 

 

第１６条（本サービスに関する質問及び意見・提案） 

本サービスに関して質問又は意見･提案がある場合、契約者は、次の各号に記載の内容に従って、問

い合わせるものとします。 

（１）当社所定のウェブサイトに記載の問い合わせ方法 

（２）その他当社所定の問い合わせ方法 

２．契約者、利用者及び対象者から本サービスに関する意見・提案を受領した場合、当社は、本サービ

スの改良及び新サービスの開発等に活用できるものとします。契約者、利用者及び対象者からの意

見・提案に基づいて生まれた開発成果、知的財産等の一切の権利は、当社に帰属するものとします。 

 

第１７条（申し込み内容の変更届出） 

本契約の申し込み内容に変更が生じた場合、契約者は、次の各号のいずれかの内容に従って、速やか

に変更の内容を、当社に届け出るものとします。 

（１）当社所定のウェブサイトに記載の変更届出方法 

（２）その他当社所定の変更届出方法 

２．前項の届出に対して当社が所定の方法により承諾したとき、変更は成立するものとします。 

３．契約者の変更の届出が遅れたことにより、契約者及び利用者の本サービスの利用に支障が生じた場

合、当社は、一切責任を負わないものとします。 

 

第１８条（本サービスの中止） 

次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、契約者及び利用者に事前に通知することなく、本サー

ビスの全部又は一部を一時的に中止することができるものとします。 

（１）止むを得ず緊急で、本サービス用設備の保守、工事、メンテナンス、又は点検を行う場合 



（２）天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態が発生した場合、又は発生する

おそれがある場合 

（３）電気通信事業者が本サービスに必要とする電気通信役務の提供を停止した場合 

（４）対象者から本サービスの停止を要望され、かつ契約者が第１２条（契約者の義務）を履行して

いないことが判明した場合 

（５）契約者又は利用者が第１３条（契約者及び利用者の禁止事項）の行為を行った場合、又は疑わ

れる相当の事由がある場合 

（６）第２８条（反社会的勢力等の排除）に違反する事実が判明した場合、又は疑われる相当の事由

がある場合 

（７）その他、当社が緊急で本サービスの停止が必要と判断した場合 

２．前項を除き、本サービスを一時的に中止する場合、当社は、事前に契約者及び利用者に対して、そ

の旨を通知するものとします。 

 

第１９条（本サービスの変更） 

当社は、契約者に対して 6 ヶ月前までに通知することにより、本サービスの内容を変更できるもの

とします。 

２．当社は、本サービスの提供に関して必要とする業務の全部又は一部を、当社の裁量により、第三者

に再委託できるものとします。 

 

第２０条（本サービスの廃止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を廃止できるものとします。 

（１）本サービスの継続が困難と当社が判断した場合 

（２）天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態が発生し、本サービスを提供す

る体制が復旧しない場合 

（３）その他、本サービスを廃止せざるを得ない事由が発生した場合 

２．本サービスの提供を廃止する場合、当社は、事前に、本サービスの廃止の詳細を、当社所定の方法

により契約者に通知するものとします。 

 

第２１条（本規約の改定） 

当社は、いつでも本規約を任意に改定することができるものとします。 

２．本規約の改定は、CONTEC e-shop など当社所定のウェブサイトに掲示したときにその効力を生じ

るものとし、契約者は、改定された本規約に従うものとします。 

３．本規約が改定された場合、当社は、契約者に対して、適当と認める方法でその旨を通知するものと

します。通知を受領した場合、契約者は、速やかに、改定された本規約の内容を、自己以外の全ての

利用者に理解させるものとします。 

 

第２２条（個人情報の取扱い） 

当社は、本契約及び本サービスに基づき取得する個人情報を、当社の個人情報保護方針及びプライ



バシーポリシーに従って適切に取り扱います。 

 

第２３条（損害賠償の制限） 

契約者が本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、契約者は、現実

かつ直接に発生した損害に限り、当社に損害賠償を請求できるものとします。当社は、如何なる場合

においても、間接的損害、派生的損害、付属的損害、又はその他の損害について、賠償する責任を負

わないものとします。 

２．前項にかかわらず当社が負担する損害賠償金額は、本サービス 1 年分の利用料金を上限とします。 

３．前２項に規定する制限について、当社の故意又は重過失によって契約者に損害が生じた場合はこの

限りではありません。 

 

第２４条（不可抗力免責） 

次の各号に起因する損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の

如何を問わず、当社は賠償の責任を負わないものとします。  

（１）天災、地変、火災、停電、騒乱、暴動、その他不測の非常事態 

（２）見守り機器を除く契約者、利用者及び対象者が管理する機器・設備の障害 

（３）契約者、利用者及び対象者の通信回線の接続環境の障害 

（４）契約者、利用者及び対象者の通信回線の接続環境による本サービスの性能低下 

（５）善良なる管理者の注意をもっても防御できない本サービス用設備への第三者による不正アク

セス・アタック 

（６）電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合 

（７）契約者、利用者又は対象者による見守り機器説明書及び本サービス説明書の不遵守 

（８）第１１条（見守り機器の故障）第 3 項に該当する見守り機器の故障、不具合等 

（９）第１８条（本サービスの中止）に基づく本サービスの中断 

（１０）第１９条（本サービスの変更）に基づく本サービスの変更 

（１１）第２０条（本サービスの廃止）に基づく本サービスの廃止 

（１２）その他、当社以外に起因する本サービスの異常又は不具合 

 

第２５条（契約者への通知） 

当社からの契約者及び利用者への通知は、電子メールの送信、書面の交付、見守りアプリ経由の送

信、又は当社所定のウェブサイト若しくは CONTEC e-shop への記載等、当社が適当と判断する方

法により行われるものとします。 

２．契約者への通知が CONTEC e-shop への記載により行われる場合、当該通知は CONTEC e-shop へ

の掲載がなされた時点で効力が生じるものとします。 

 

第２６条（本契約の解除） 

契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約の全部

又は一部を直ちに解除することができます。この場合、解除の効果は将来に向かって発生します。 



（１）第１３条（契約者及び利用者の禁止事項）の行為を行った場合 

（２）第２８条（反社会的勢力等の排除）に違反する事実が判明した場合 

（３）本規約に違反し、当社の催告後合理的な期間内に当該違反が是正されない場合 

（４）本契約の申し込み内容に、虚偽があることが判明した場合 

（５）過去に当社から本契約を解除されたことがある場合 

（６）本サービスの支払方法に指定したクレジットカードからの課金が拒絶されるなど、クレジッ

ト会社の使用が停止された場合 

（７）クレジットカードの会員資格を失うなど、信用力が悪化した場合 

（８）差押え、仮差押え、仮処分、強制執行等の処分を受けた場合 

（９）民事再生手続、会社更生手続、破産若しくは競売、その他これらに類する手続の申し立てがな

された場合 

（１０）振出し若しくは引受けた手形又は小切手について、不渡処分をなし、銀行若しくは手形交換

所の取引停止を受けた場合 

（１１）事業の廃止又は解散の決議がなされた場合 

（１２）財務状況の悪化、又はそのおそれが認められる相当の理由がある場合 

２．利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約の全部

又は一部を直ちに解除することができます。 

（１）第１３条（契約者及び利用者の禁止事項）の行為を行った場合 

（２）本規約に違反し、当社の催告後合理的な期間内に当該違反が是正されない場合 

（３）見守りアプリに記載の禁止事項・注意事項を違反した場合 

３．本条第 1 項又は第 2 項において当社が本契約を解除した場合、当社は、契約者に対して、当該解除

により生ずる損害を一切負いません。 

４．前項において初回契約期間中に本契約が解除された場合、契約者は、初回契約期間満了までの未払

いの本サービスの利用料金を、直ちに当社に一括して支払うものとします。 

 

第２７条（期限の利益の喪失） 

契約者が前条（本契約の解除）第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、契約者は、本契約に基づ

く一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、一切の債務を直ちに履行するものとします。 

 

第２８条（反社会的勢力等の排除） 

契約者（契約者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。）、利用者又は対

象者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく

本契約の全部又は一部を直ちに解除することができます。 

（１）暴力団または暴力団員 

（２）暴力団員でなくなってから 5 年を経過しない者 

（３）暴力団または暴力団員が経営を支配し、または経営に実質的に関与している者 

（４）暴力団または暴力団員と密接な関係（資金提供、利益供与及び密接交際を含む）を有する者 

２．契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、何らの催告を要す



ることなく本契約を直ちに解除することができます。 

（１）暴力的要求行為 

（２）暴行・脅迫・強要・業務妨害行為、及びその他の違法行為 

（３）前号のほか、不当な要求行為 

３．本条第 1 項又は第 2 項において当社が本契約を解除した場合、当社は、契約者に対して、当該解除

により生ずる損害を一切負わないものとし、本契約に基づき契約者から既に受領した料金を返還す

る義務を負わないものとします。 

 

第２９条（契約者の権利義務譲渡の禁止） 

契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡してはならず、

本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は再許諾等できないものと

します。 

 

第３０条（当社の権利義務譲渡） 

当社は、本契約上の地位、及び本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、契約者に事前に通知

することをもって、第三者に譲渡することができます。 

 

第３１条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項が無効になった場合でも、本規約の他の条項は影響を受けないものとし、

継続して完全な効力を有するものとします。 

 

第３２条（準拠法） 

本規約及び本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法が適用されるものとします。 

 

第３３条（紛争の解決） 

本規約又は本契約について訴訟の必要性が生じた場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所にするものとします。 

 

第３４条（存続義務） 

本契約終了後であっても、第７条（支払遅延損害金）、第９条（見守り機器と内蔵 SIM カードの所有

権）、第１２条（契約者の義務）、第１３条（契約者及び利用者の禁止事項）、第２２条（個人情報の

取扱い）、第２３条（損害賠償の制限）、第２４条（不可抗力免責）、第２６条（本契約の解除）乃至

第３３条（紛争の解決）及び本条の規定は、引き続き効力を有するものとします。 


